
資料６

「子どもの読書活動・学校図書館の現状」


平成１９年７月１０日（火）

「読む・調べる」習慣の確立に向けた実践研究事業



子 ど も の 読 書 活 動 の 現 状
 

○ ５月１か月間の平均読書冊数の推移（(社)全国学校図書館協議会調べ）
・小学生の読書量は伸びている
・小学生、中学生、高校生と学齢期が上がるに連れて、読書量は落ちる 

○ 本を読まなかった理由（(財)日本経済研究所調べ（文科省委託））

・小学２年生１位：読みたい本がないから ・中学２年生１位：本を読むのが嫌いだから
・高校２年生１位：本を読む時間がないから 

○ 生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ２００３、ＯＥＣＤ実施）

・我が国の学力は、全体として国際的に見て上位
・ただし、読解力は、前回の８位から、ＯＥＣＤ平均と同程度の１４位に下がり、低下傾向



学 校 で の 読 書 活 動 の 取 組
 

○ 朝読書の実施状況（公立）（文部科学省調べ）

・小学校 ・・・平成１８年：８６．４％（平成１３年：６５．７％）
・中学校 ・・・平成１８年：７４．４％（平成１３年：４９．７％）
・高等学校・・・平成１８年：３０．８％（平成１３年：１６．３％） 

○ 読み聞かせやブックトークの実施状況（公立）（文部科学省調べ）

・小学校 ・・・平成１８年：７４．１％（平成１６年：６６．９％）
・中学校 ・・・平成１８年：２１．３％（平成１６年：１７．６％）
・高等学校・・・平成１８年： ８．５％（平成１６年：７．８％） 

○ 読書感想文コンクールを実施（公立）（文部科学省調べ）

・小学校 ・・・平成１８年：３９．１％（平成１６年：３６．９％）
・中学校 ・・・平成１８年：３９．２％（平成１６年：３７．１％）
・高等学校・・・平成１８年：４７．２％（平成１６年：４４．０％）



学 校 図 書 館 の 現 状 ①


学校図書館図書 

○ １校当たりの蔵書冊数（平成１７年度末）（公立）（文部科学省調べ）

・小学校：７，３１２冊 ・中学校：９，０４０冊 ・高等学校：２１，７７１冊 

○ １校当たりの図書購入費（平成１７年度末）（公立）（文部科学省調べ）

・小学校：４０万７千円
（都道府県により差が大きく、最高の山梨県は６７．２万円、最低の青森県は１７．８万円）

・中学校：５９万円
（都道府県により差が大きく、最高の愛知県は１０８．１万円、最低の高知県は３１．８万円） 

○ 学校図書館図書標準の達成学校数の割合（平成１７年度末現在）（公立）（文部科学省調べ）

・小学校：４０．１％ ・中学校：３４．９％

「学校図書館図書標準」：
文部科学省が平成５年に定めた学校図書館が図書の整備を図る際の目標。18学級の小学校であれば、10,360冊、

15学級の中学校であれば、12,160冊というように、学級数に応じて定められている。 

○ 公共図書館との連携を実施している学校数の割合（平成１８年５月現在）（公立）（文部科学省調べ）

・小学校：６２．６％ ・中学校：３７．６％ ・高等学校３４．６％



学 校 図 書 館 の 現 状 ②


人の配置 

○ １２学級以上の学校での司書教諭の発令状況（平成１８年５月現在）（文部科学省調べ）

・小学校：９９．６％ ・中学校：９８．４％ ・高等学校：９６．９％
・全 体：９８．８％

「司書教諭」：学校図書館資料の選択・収集・提供や子どもの読書活動に対する指導等を行うなど、学校図書館の運営・活用について中心的な役割を
担う者。教諭をもって充てられており、平成１５年度以降、１２学級以上の学校には必置とされている。 

○ 学校図書館担当職員の配置状況（平成１８年５月現在）（文部科学省調べ）

・小学校：３２．９％ ・中学校：３５．２％ ・高等学校：７１．２％
・全 体：３８．８％

「学校図書館担当職員」：司書教諭と連携・協力し、図書の閲覧・貸出の事務、学校図書館資料の修理・製本など、学校図書館に関する諸事務にあたる者。 

○ ボランティアの活用状況（平成１８年５月現在）（文部科学省調べ）

・小学校：６９．６％ ・中学校：１６．３％ ・高等学校：２．３％
・全 体：４７．４％

学校図書館の利用 

○ １ヶ月の間に学校図書館に行ったことがない児童生徒（(財)日本経済研究所調べ（文科省委託））

・小学５年生：１４．２％ ・中学２年生：５０．３％ ・高校２年生：４２．０％
・全 体：２５．７％



子どもの読書活動に関する近年の国の取組


法律・計画関係

平成１２年：「子ども読書年」（５月には、国際子ども図書館が開館）
平成１３年：「子どもの読書活動の推進に関する法律」が公布・施行
平成１４年：「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」を策定

平成１４年～１８年の「学校図書館図書整備５か年計画」策定
（※毎年約１３０億、５年間で約６５０億円の地方交付税による措置）

平成１５年：学校図書館法の改正が施行 
→ １２学級以上の学校に司書教諭が必置に

平成１７年：文字・活字文化振興法が公布・施行
平成１９年：平成１９年～２３年の「学校図書館図書整備５か年計画」策定

（※毎年約２００億、５年間で約１，０００億円の地方交付税による措置）

学校図書館関係事業

・	 「学校図書館資源共有型モデル地域事業」（平成１３～１５年度）、「学校図書館資源共有
ネットワーク推進地域事業」（平成１６～１８年度）により、図書のネットワーク化を推進

・	 「学校図書館支援センター推進事業」（平成１８年度～）により、各地域での学校図書館を
支援するセンター機能の強化を推進

・ 「『読む・調べる』習慣の確立に向けた実践研究事業」（平成１９年度～）を実施


